
ハ ー グ 条 約  カ ン ト リ ー プ ロ フ ァ イ ル  

目 次  

P a r t  I： 中 央 当 局 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  

1 .  中 央 当 局 の 連 絡 先  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  

2 .  言 語  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  

3 .  中 央 当 局 の 体 制  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  

P a r t  I I： 関 連 法 規  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  

4 .  国 際 的 な 子 の 奪 取  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  

4 . 1  ハ ー グ 条 約 （ 1 9 8 0 年 ハ ー グ 子 奪 取 条 約 ）  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  

4 . 2  国 際 的 な 子 の 奪 取 に 関 す る そ の 他 の 合 意  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

5 .  1 9 9 6 年 ハ ー グ 親 責 任 条 約  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

P a r t  I I I： 返 還 を 求 め る 方 法  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

6 .  中 央 当 局 経 由 の 援 助 申 請  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

6 . 1  C P 国 返 還 援 助 （ ア ウ ト ゴ ー イ ン グ ） 申 請 （ C P 国 が 申 請 国 ）  . . . . . .  4  

6 . 2  外 国 返 還 援 助 （ イ ン カ ミ ン グ ） 申 請 （ C P 国 が 被 申 請 国 ）  . . . . . . . . . . .  4  

7 .  子 の 所 在 の 特 定 及 び 連 れ 去 り の 防 止  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

8 .  代 理 及 び 法 的 援 助  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

8 . 1  一 般 的 な 事 項  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

8 . 2 無 料 ・ 割 引 の あ る 法 律 扶 助  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

9 .  監 護 権  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

9 . 1  監 護 権 の 取 得 ・ 行 使  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

1 0 .  返 還 手 続  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

1 0 . 1  管 轄 当 局 の 組 織  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

1 0 . 2  ハ ー グ 条 約 1 5、 1 6 条  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

1 0 . 3  手 続  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

1 0 . 4  子 の 参 加  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  

1 0 . 5  保 護 措 置  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  

1 0 . 6  返 還 手 続 中 の 面 会 交 流  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

1 0 . 7  上 訴  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

11 .  子 の 返 還  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  

11 . 1 返 還 措 置 ・ 費 用  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  

11 . 2  安 全 な 返 還 の 提 供  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  

11 . 3 刑 法 及 び 子 の 返 還  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  

1 2 .  返 還 命 令 の 執 行  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  



P a r t  I V： 面 会 交 流 を 求 め る 方 法  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  

1 3 .  中 央 当 局 経 由 の 援 助 申 請  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  

1 3 . 1  外 国 面 会 交 流 援 助 （ ア ウ ト ゴ ー イ ン グ ） 申 請 （ C P 国 が 申 請 国 ） 1 6  

1 3 . 2  C P 国 面 会 交 流 援 助 （ イ ン カ ミ ン グ ） 申 請 （ C P 国 が 被 申 請 国 ）  1 7  

1 4 .  子 の 所 在 の 特 定 及 び 連 れ 去 り の 防 止  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

1 5 .  代 理 及 び 法 律 扶 助  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

1 6 .  面 会 交 流 権  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

1 6 . 1  面 会 交 流 権 の 決 定  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

1 6 . 2  面 会 交 流 権 の 行 使  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

1 6 . 3  監 督 付 き の 面 会 交 流  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0  

1 7 .  面 会 交 流 を 求 め る 手 続  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  

1 7 . 1  担 当 局 の 組 織  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  

1 7 . 2  手 続  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  

1 7 . 3  子 の 参 加  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2  

1 7 . 4  上 訴  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2  

1 8 .  面 会 交 流 権 の 執 行  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3  

P a r t  V： 調 停 そ の 他 の 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3  

1 9 .  調 停  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3  

1 9 . 1  調 停 サ ー ビ ス  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3  

1 9 . 2  調 停 に 関 す る 規 程  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3  

1 9 . 3  調 停 へ の ア ク セ ス  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3  

1 9 . 4  調 停 の プ ロ セ ス  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4  

1 9 . 5  調 停 の 合 意 事 項 の 執 行 可 能 性  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6  

1 9 . 6  外 国 に お け る 調 停 の 合 意 事 項  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6  

2 0 .  そ の 他 の 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 （ A D R）  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  

P a r t  V I： 裁 判 官 同 士 の 直 接 の 連 絡  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  

2 1 .  裁 判 官 同 士 の 直 接 の 連 絡  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  

P a r t  V I I： そ の 他 の 情 報  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  

2 2 .  ト レ ー ニ ン グ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  

2 3 .  そ の 他 の 実 施 措 置  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  

2 4 .  そ の 他 の サ ー ビ ス  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  

 

  



1 
 

ハ ー グ 条 約  カ ン ト リ ー プ ロ フ ァ イ ル  

締 約 国 名 ： 日 本  

法 域 ：  

最 終 更 新 日 ： 2 0 2 2 年 4 月 1 日  

 

P a r t  I： 中 央 当 局  

1 .  中 央 当 局 の 連 絡 先  

機 関  

住 所  

 

電 話 番 号  

フ ァ ッ ク ス 番 号  

E メ ー ル  

ホ ー ム ペ ー ジ  

担 当 者  

（ 使 用 言 語 ）  

（ 連 絡 先 ）  

望 ま し い 連 絡 手 段  

外 務 省 領 事 局 ハ ー グ 条 約 室  

〒 1 0 0－ 8 9 1 9  

東 京 都 千 代 田 区 霞 ヶ 関 2－ 2－ 1  

+ 8 1 - ( 0 ) 3－ 5 5 0 1－ 8 4 6 6  

+ 8 1 - ( 0 ) 3－ 5 5 0 1－ 8 5 2 7  

h a g u e c o n v e n t i o n j a p a n @ m o f a . g o . j p  

h t t p : / / w w w. m o f a . g o . j p / m o f a j / i n d e x . h t m l  

ハ ー グ 条 約 室 長   谷 垣 博 保  

（ 日 本 語 ・ 英 語 ）  

+ 8 1 - ( 0 ) 3－ 5 5 0 1－ 8 4 6 6  

☐  電 話  

☐  フ ァ ッ ク ス  

□  E メ ー ル  

☐  郵 便  

☐  そ の 他  

  

2 .  言 語  

a )  中 央 当 局 へ の 提 出 書 類 に C P

国 の 公 用 語 の 翻 訳 文 が 添 付

さ れ る こ と が 望 ま し い で す

か 。  

□  は い 。  

公 用 語 ： 日 本 語  

☐  非 公 式 の 連 絡 の 場 合 は 不 要 。  

☐  い い え 。  

b )  英 語 又 は フ ラ ン ス 語 の 使 用

を 拒 否 し て い ま す か 。  

☐  は い 。 英 語 は 不 使 用 。  

□  は い 。 フ ラ ン ス 語 は 不 使 用 。  

☐  い い え 。  

  

3 .  中 央 当 局 の 体 制  

a )  中 央 当 局 の 稼 働 日 、 稼 動 時 間 稼 動 日 ： 月 ～ 金  
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は い つ で す か 。  始 業 時 刻 ： 9 時  

終 業 時 刻 ： 1 7 時  

b )  稼 動 時 間 以 外 の 対 応 は あ り ま

す か 。  

☐  は い 。  

☐  他 の 締 約 国 の 担 当 者  

☐  C P 国 の 担 当 者  

☒  い い え 。  

c )  中 央 当 局 に ハ ー グ 条 約 専 門 の

ス タ ッ フ は い ま す か 。  

□  は い 。  

□  い い え 。  

d )  中 央 当 局 に は ど の よ う な 職 業

の ス タ ッ フ が い ま す か 。  

☒  公 務 員  

☒  法 律 相 談 が 可 能 な 公 務 員  

☒  弁 護 士  

□  社 会 福 祉 士  

□  調 停 人  

☒  そ の 他  

 

P a r t  I I： 関 連 法 規  

4 .  国 際 的 な 子 の 奪 取  

4 . 1  ハ ー グ 条 約 （ 1 9 8 0 年 ハ ー グ 子 奪 取 条 約 ）  

a )  C P 国 で ハ ー グ 条 約 は い つ 発

効 し ま し た か 。  

2 0 1 4 年 4 月 1 日  

b )  こ の 条 約 の 発 効 の た め に 、 C P

国 で は 国 内 法 と し て 条 約 実 施

法 を 制 定 す る 必 要 が あ り ま し

た か 。  

☒  は い 。  

 施 行 日 ： 2 0 1 4 年 4 月 1 日  

 名 称 ： 国 際 的 な 子 の 奪 取 の 民 事 上

の 側 面 に 関 す る 条 約 の 実 施 に 関 す

る 法 律  

☐  い い え 。  

c )  そ の 他 、 こ の 条 約 の 実 施 の た

め の 政 令 又 は 手 続 規 則 は あ り

ま す か 。  

☒  は い 。  

 施 行 日 ： 2 0 1 4 年 4 月 1 日  

 名 称 ：   

 国 際 的 な 子 の 奪 取 の 民 事 上 の 側

面 に 関 す る 条 約 の 実 施 に 関 す る

法 律 に 基 づ く 子 の 住 所 等 及 び 社

会 的 背 景 に 関 す る 情 報 の 提 供 の

求 め に 関 す る 政 令  



3 
 

 国 際 的 な 子 の 奪 取 の 民 事 上 の 側

面 に 関 す る 条 約 の 実 施 に 関 す る

法 律 に 基 づ く 外 務 大 臣 に 対 す る

援 助 申 請 に 関 す る 省 令  

 国 際 的 な 子 の 奪 取 の 民 事 上 の 側

面 に 関 す る 条 約 の 実 施 に 関 す る

法 律 第 5 条 第 3 項 の 規 定 に 基 づ

き 外 務 大 臣 が 都 道 府 県 警 察 に 求

め る 措 置 に 関 す る 省 令  

 平 成 2 5 年 最 高 裁 判 所 規 則 第 5 号  

☐  い い え 。  

4 . 2  国 際 的 な 子 の 奪 取 に 関 す る そ の 他 の 合 意  

a )  国 際 的 な 子 の 奪 取 に 関 す る そ

の ほ か の 国 際 約 束 を 結 ん で い

ま す か 。  

☐  は い 。  

☐  ブ リ ュ ッ セ ル I I  a 規 則  

☐  国 際 的 な 子 の 返 還 に 関 す る 米 州

条 約  

☐  二 国 間 協 定  

☐  拘 束 力 の な い 了 解 事 項 の 覚 書  

☐  そ の 他  

☒  い い え 。  

 

5 .  1 9 9 6 年 ハ ー グ 親 責 任 条 約  

a )  ハ ー グ 親 責 任 条 約 の 締 約 国 で

す か 。  

☐  は い 。  

☒  い い え 。  

b )  こ の 条 約 の 発 効 の た め に 、 C P

国 で は 国 内 法 と し て 条 約 実 施

法 を 制 定 す る 必 要 が あ り ま す

か 。  

☐  は い 。  

 施 行 日 ：   

 名 称 ：  

☐  い い え 。  

c )  そ の 他 、 こ の 条 約 の 実 施 の た

め の 政 令 又 は 手 続 規 則 は あ り

ま す か 。  

☐  は い 。  

 施 行 日 ：   

 名 称 ：   

☐  い い え 。  
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P a r t  I I I： 返 還 を 求 め る 方 法  

6 .  中 央 当 局 経 由 の 援 助 申 請  

6 . 1  C P 国 返 還 援 助 （ ア ウ ト ゴ ー イ ン グ ） 申 請 （ C P 国 が 申 請 国 ）   

a )  申 請 書 の 作 成 に 関 し 、 ど の よ

う な 援 助 が あ り ま す か 。  

☒  中 央 当 局 に よ る 援 助  

☐  他 の 機 関 に よ る 援 助  

☐  弁 護 士 の 紹 介  

☐  そ の 他  

6 . 2  外 国 返 還 援 助 （ イ ン カ ミ ン グ ） 申 請 （ C P 国 が 被 申 請 国 ）  

a )  申 請 書 は ど の よ う な 形 式 で す

か 。  

☐  ( 1 )ハ ー グ 国 際 私 法 会 議 の 申 請 書  

→ c )へ  

☒  ( 2 ) C P 国 指 定 の 申 請 書  

入 手 方 法 又 は 写 し の 添 付 ：  

h t t p : / / w w w. m o f a . g o . j p / m o f a j / f p / h r _

h a / p a g e 2 2 _ 0 0 0 9 4 3 . h t m l   

→ c )へ  

☐  ( 1 )と ( 2 )の 両 方 → c )へ  

☒  申 請 国 指 定 の 申 請 書 → c )へ  

☐  形 式 の 指 定 な し → b )へ  

☐  そ の 他 → b )へ  

b )  省 略   

c )  中 央 当 局 は 、 電 子 的 手 段 に よ

る 書 面 の 提 出 を 認 め ま す か 。  

☐  は い 。 説 明 ：  

☐  は い 。 た だ し 裁 判 所 等 へ の 提 出 は

で き な い 。  

☒  い い え 。  

d )  申 請 者 の た め に 中 央 当 局 が 行

動 す る た め の 委 任 状 又 は 申 請

者 の た め の 代 理 人 （ 弁 護 士 ）

を 中 央 当 局 が 指 名 す る た め の

委 任 状 が 必 要 で す か 。  

□  は い 。  

☐  申 請 書 に 記 載  

☐  署 名 し た 陳 述 書 又 は 宣 言 書 に 記

載  

☐  そ の 他  

☒  い い え 。  

e )  中 央 当 局 は 、 申 請 書 を 受 理 し

た こ と を 通 知 し ま す か 。  

☒  は い 。  

☒  E メ ー ル  

□  フ ァ ッ ク ス  

□  郵 便  
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□  そ の 他  

□  い い え 。  

f )  提 出 さ れ た 情 報 が 足 り な い 場

合 、 中 央 当 局 は 、 援 助 を 開 始

し ま す か 。  

□  は い 。 申 請 国 の 中 央 当 局 を 通 じ て

追 加 の 情 報 提 供 を 求 め る 。  

☒  い い え 。  

☐  全 て の 書 類 が 必 要  

☒  申 請 国 の 中 央 当 局 を 通 じ て 追 加

の 必 要 書 類 を 請 求 す る 。  

☐  足 り な い 情 報 の 種 類 に よ る 。  

☐  そ の 他  

g )  申 請 を 受 け た 後 、 中 央 当 局 は

誰 と 連 絡 を と る こ と が 好 ま し

い で す か 。  

☒  申 請 国 の 中 央 当 局  

☐  申 請 者  

☐  申 請 者 の 弁 護 士  

☐  上 記 全 員  

☐  そ の 他  

h )  子 の 任 意 の 返 還 に 向 け て 、 中

央 当 局 は ど の よ う な 措 置 を と

り ま す か 。  

☒  任 意 の 返 還 を 求 め る た め に T P と

連 絡 を と る 。  

☒  当 事 者 に 調 停 そ の 他 の A D R を 推 奨

す る 。  

☐  そ の 他  

i )  上 記 の 任 意 の 返 還 に 向 け た 措

置 に よ っ て 不 適 切 な 遅 延 が 生

じ る こ と の な い 理 由 は 何 で す

か 。  

説 明 ：中 央 当 局 は 、子 と 同 居 し て い る

者 に 援 助 申 請 が あ っ た こ と を 通 知 し 、

期 限 迄 に 中 央 当 局 に 連 絡 す る よ う 要

請 す る 。一 方 、申 請 者 は い つ で も 家 庭

裁 判 所 に 申 し 立 て る こ と が で き る 。  

j )  中 央 当 局 は 、 子 に さ ら な る 害

が 生 じ る こ と が な い よ う 暫 定

措 置 を と る 、 又 は と ら せ る た

め に ど の よ う な 役 割 を 果 た し

ま す か 。  

☒  子 に 危 険 が あ る と 考 え ら れ る 場 合

は 、 適 切 な 機 関 に 通 報 す る 。  

☐  裁 判 所 等 に 直 接 連 絡 し 、 保 護 命 令

を 出 し て も ら う 。  

☒  当 事 者 を 適 切 な 機 関 に 紹 介 す る 。  

☐  そ の 他  

k )  申 請 者 は C P 国 に お い て 中 央

当 局 を 経 由 せ ず に 条 約 に 基 づ

く 返 還 手 続 を 開 始 す る こ と が

☒  は い 。：  

申 請 者 は 中 央 当 局 の H P に お い て 情

報 を 入 手 す る こ と が で き る 。  
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で き ま す か 。  h t t p : / / w w w. m o f a . g o . j p / m o f a j / g a i k o / h a g

u e / i n d e x . h t m l  

申 請 者 は 地 域 の 弁 護 士 会 又 は 管 轄

権 の あ る 家 庭 裁 判 所 か ら 情 報 を 入 手

す る こ と が で き る （ 日 本 語 の み ）。  

中 央 当 局 に 対 す る 援 助 申 請 が な さ

れ な か っ た 場 合 、中 央 当 局 は 一 般 的 な

情 報 提 供 以 外 の 援 助 を す る こ と が で

き な い 。  

☐  い い え 。  

  

7 .  子 の 所 在 の 特 定 及 び 連 れ 去 り の 防 止  

a )  返 還 手 続 は 子 の 所 在 が 特 定 さ

れ る 前 に 開 始 で き ま す か 。  

☒  は い 。  

□  は い 。 状 況 に よ る 。  

□  い い え 。  

b )  子 の 所 在 の 特 定 を 開 始 す る た

め に 、C P 国 で は 子 の 行 方 に 関

し て ど の よ う な 情 報 を 必 要 と

し て い ま す か 。  

□  子 が C P 国 に 入 国 し た 証 拠  

□  子 が C P 国 に 所 在 す る と 考 え ら れ

る 申 請 者 か ら の 情 報  

☒  不 要 。 子 の 所 在 の 調 査 は 申 立 て に

よ り 開 始 す る 。  

□  そ の 他  

c )  子 の 所 在 を 発 見 す る た め 、 ど

の よ う な 方 法 や 情 報 源 が 用 い

ら れ ま す か 。  

□  ( 1 )民 間 の 調 査 サ ー ビ ス  

☒  ( 2 )人 口 登 録  

□  ( 3 )労 働 者 登 録  

☒  ( 4 ) 他 の 政 府 機 関 の 保 持 す る 情 報

（ 入 国 管 理 局 、 社 会 福 祉 局 ）  

☒  ( 5 )警 察  

□  ( 6 )国 際 刑 事 警 察 機 構  

□  ( 7 )裁 判 所 命 令 に よ り 提 供 さ れ た 子

の 行 方 に 関 す る 情 報  

☒  ( 8 )そ の 他 ： 学 校 、 病 院 、 水 道 ・ 電

気 ・ 電 話 サ ー ビ ス の 提 供 機 関 及 び

配 偶 者 か ら の D V 被 害 者 を 支 援 す

る 民 間 団 体 等  
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d )  上 記 の 措 置 を 誰 が 行 い ま す

か 。 番 号 で 示 し な さ い 。  

中 央 当 局 ： 2 , 4 , 5 , 8  

申 請 者 ：  

申 請 者 の 代 理 人 ：  

そ の 他 ：  

e )  上 記 の 措 置 の 中 で 、 管 轄 当 局

の 命 令 を 必 要 と す る も の は 何

番 で す か 。  

（ な し ）  

f )  連 れ 去 り ・ 再 連 れ 去 り を 防 止

す る た め 、C P 国 で は ど の よ う

な 措 置 が と ら れ て い ま す か 。  

☒  ( 1 )子 の 旅 券 を 当 局 が 保 管 す る 。  

□  ( 2 ) T P の 旅 券 を 当 局 が 保 管 す る 。  

☒  ( 3 )子 の 連 れ 去 り 禁 止 命 令 を と る 。  

□  ( 4 )国 境 や 港 に 警 戒 態 勢 を と る 。  

□  ( 5 ) T P に 定 期 的 な 連 絡 を 求 め る 。  

□  ( 6 ) T P に 一 定 額 の 支 払 い を 求 め る 。 

□  ( 7 )子 を 一 時 的 に 施 設 に 預 け る 。  

□  ( 8 )そ の 他  

g )  上 記 の 措 置 を 誰 が 行 い ま す

か 。 番 号 で 示 し な さ い 。  

中 央 当 局 ：  

申 請 者 ：  

申 請 者 の 代 理 人 ：  

そ の 他 ：  

一 方 の 当 事 者 が 日 本 か ら 子 を 連 れ

去 る 危 険 が あ る 場 合 、も う 一 方 の 当 事

者 は 、返 還 手 続 が 係 属 し て い る 家 庭 裁

判 所 に 対 し 、子 の 出 国 を 禁 じ る 命 令 を

求 め る こ と が で き る 。  

そ の 命 令 を 受 け た 相 手 方 が 子 の 旅

券 を 所 持 す る 場 合 に は 、家 庭 裁 判 所 は

そ の 者 に 対 し 外 務 省 へ の 旅 券 の 引 き

渡 し を 命 じ る こ と が で き る 。  

h )  上 記 の 措 置 の 中 で 所 轄 機 関 の

命 令 が 必 要 な も の は あ り ま す

か 。  

1 , 3  

  

8 .  代 理 及 び 法 的 援 助  

8 . 1  一 般 的 な 事 項  



8 
 

a )  あ な た の 国 は ハ ー グ 条 約 2 6 条

（ 手 数 料 ・ 費 用 の 徴 収 ） を 留

保 し て い ま す か 。  

☒  は い 。  

□  い い え 。  

b )  中 央 当 局 は 、 返 還 を 求 め る 方

法 に つ い て 法 的 助 言 を 行 い ま

す か 。  

□  は い 。  

□  い い え 。  

☒  い い え 。 た だ し 、  

☒  中 央 当 局 は 、 申 立 人 に 適 切 な 助

言 者 を 紹 介 す る 。  

☒  中 央 当 局 は 、 法 や 手 続 に 関 す る

一 般 的 な 情 報 を 提 供 す る 。  

☐  そ の 他  

c )  返 還 手 続 に 弁 護 士 は 必 要 で す

か 。  

□  は い 。  

□  い い え 。  

☒  い い え 。 し か し 、 弁 護 士 へ の 依 頼

を 推 奨 す る 。  

d )  中 央 当 局 は 、 弁 護 士 の 手 配 に

関 し て ど の よ う な 役 割 を 果 た

し ま す か 。  

☒  申 立 人 自 身 が 弁 護 士 を 手 配 す る 。

た だ し 、 中 央 当 局 は 、  

☐  弁 護 士 リ ス ト を 提 供 す る 。  

☐  無 料 ・ 割 引 の あ る 弁 護 士 リ ス ト

を 提 供 す る 。  

☒  そ の 他 ： 英 語 を 使 え る 日 本 人 弁

護 士 を 希 望 す る L B P は 、 中 央 当

局 の 弁 護 士 紹 介 サ ー ビ ス を 通 じ

て 日 本 弁 護 士 連 合 会 か ら ３ 人 の

弁 護 士 の 紹 介 を 受 け る 。  

☐  中 央 当 局 が 返 還 手 続 を 行 う 機 関 に

申 立 書 を 提 出 す る た め 、 弁 護 士 は

不 要 。  

☐  中 央 当 局 が 弁 護 士 を 手 配 し 、 以 下

の 者 が 担 当 す る 。  

□  中 央 当 局 所 属 の 弁 護 士  

□  弁 護 士  

□  検 察 官  

□  そ の 他  
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□  そ の 他  

8 . 2 無 料 ・ 割 引 の あ る 法 律 扶 助  

a )  申 立 人 が 返 還 手 続 の 際 に 利 用

で き る 無 料 ・ 割 引 の あ る 法 律

扶 助 は あ り ま す か 。  

□  は い 。 無 料 の 法 律 扶 助 が あ る 。  

□  は い 。割 引 の あ る 法 律 扶 助 が あ る 。 

☒  い い え 。 → b )へ  

b )  上 記 の 法 律 扶 助 が な い 場 合 、

申 立 人 を 金 銭 的 に 援 助 す る 別

の 方 法 が あ り ま す か 。  

□  相 手 方 に 費 用 負 担 を 命 じ る 仕 組 み  

□  無 料 奉 仕 の 法 律 扶 助  

☒  そ の 他 ： 費 用 を 支 払 え な い 経 済 状

況 に あ る 申 立 人 に 対 し 日 本 司 法 支

援 セ ン タ ー が 立 替 え る 。  

□  な い 。  

c )～ l )  省 略   

  

9 .  監 護 権  

9 . 1  監 護 権 の 取 得 ・ 行 使  

a )  C P 国 の 法 律 に 基 づ き 監 護 権

が 生 じ て い ま す か 。  

☒  は い 。 → b )へ  

□  い い え 。 → c )へ  

b )  そ の 法 律 に 基 づ き 監 護 権 は 誰

に 付 与 さ れ ま す か 。  

説 明 ： 事 案 や 民 法 の 適 用 状 況 に よ る 。

民 法 は 以 下 よ り 入 手 可 能 。  

h t t p : / / w w w. j a p a n e s e l a w t r a n s l a t i o n . g o . j p

/ ? r e = 0 2 .  

婚 姻 関 係 に あ る 夫 婦 の 子 は 両 親 が 共

同 で 親 権 を 行 使 す る 。離 婚 の 際 、い ず

れ の 親 が 親 権 者 と な る か を 両 親 又 は

裁 判 所 が 決 定 す る 。  

c )～ l )  省 略   

  

1 0 .  返 還 手 続  

1 0 . 1   管 轄 当 局 の 組 織  

a )  ハ ー グ 条 約 の 返 還 手 続 を 行 う

裁 判 所 等 は 限 定 さ れ て い ま す

か 。  

☒  は い 。  

□  い い え 。  

b )  ハ ー グ 条 約 の 返 還 手 続 を 行 う

裁 判 所 等 は 何 か 所 あ り ま す

裁 判 所 等 ：２ つ の 裁 判 所（ 子 の 返 還 手

続 は 子 の 住 所 に 応 じ て 東 京 家 庭 裁 判
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か 。 ま た 、 裁 判 官 等 は 何 人 で

す か 。  

所 又 は 大 阪 家 庭 裁 判 所 の 管 轄 ）  

裁 判 官 等：２ つ の 家 庭 裁 判 所 に 数 名 の

裁 判 官 が 所 属  

c )  返 還 す る か 否 か を 決 定 す る 機

関 は ど こ で す か 。  

東 京 家 庭 裁 判 所 、 大 阪 家 庭 裁 判 所  

d )～ e )  省 略   

1 0 . 2  ハ ー グ 条 約 1 5、 1 6 条  

省 略   

1 0 . 3  手 続  

a )  中 央 当 局 は 、 手 続 の 開 始 に 便

宜 を は か る 義 務 を ど の よ う に

果 た し ま す か 。  

□  中 央 当 局 が 返 還 手 続 を 開 始 す る 。  

□  中 央 当 局 が 適 切 な 弁 護 士 に 書 面 を

送 付 す る 。  

□  中 央 当 局 が 検 察 官 に 書 面 を 送 付 す

る 。  

☒  そ の 他 ： 中 央 当 局 が 法 や 手 続 に 関

す る 一 般 的 な 情 報 を 提 供 す る 。  

b )  返 還 手 続 の 申 立 人 は 誰 で す

か 。  

☒  個 人 、 施 設 そ の 他 の 機 関  

□  中 央 当 局  

□  検 察 官  

□  そ の 他  

c )  裁 判 所 等 へ 提 出 す る 書 面 は 、

C P 国 の 公 用 語 に 翻 訳 す る 必

要 が あ り ま す か 。  

☒  は い 。 翻 訳 機 関 ・ 費 用 ： 当 事 者 が

翻 訳 の 責 任 を 負 う 。 た だ し 、 裁 判

所 へ の 提 出 書 面 に つ い て は 、 予 算

の 限 度 で 、 中 央 当 局 委 託 の 翻 訳 サ

ー ビ ス を 無 料 で 利 用 で き る 。  

☐  い い え 。  

☐  書 類 の 種 類 に よ る 。  

d )  裁 判 所 等 が 迅 速 に 返 還 手 続 を

行 う こ と を 確 保 す る た め の 措

置 は あ り ま す か 。  

☒  は い 。：  

☒ 条 約 実 施 法 ： 第 1 5 1 条  

☒ 手 続 規 則 ：  

□ そ の 他  

入 手 方 法 又 は 写 し の 添 付 ：  

h t t p : / / w w w. j a p a n e s e l a w t r a n s l a t i o n . g o . j p

/ ? r e = 0 2 .  
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☐  い い え 。  

e )  通 常 、 手 続 開 始 か ら 終 局 判 決

ま で ど の 程 度 の 時 間 が か か り

ま す か （ 上 訴 を 除 く ）。  

☐  6 週 間 以 内  

☐  6～ 1 2 週 間  

☐  1 2 週 間 以 上  

f )  通 常 、 申 立 人 は 返 還 手 続 に 出

席 す る 必 要 が あ り ま す か 。  

＊ 条 約 で は 当 事 者 の 実 際 の 出 席

は 求 め ら れ て い な い 。  

☐  は い 。  

☒  す る 必 要 は な い が 、 出 席 す る 方 が

望 ま し い 。  

☐  い い え 。  

g )  申 立 人 が 外 国 か ら 返 還 手 続 に

参 加 す る た め の 設 備 は あ り ま

す か 。  

☒  は い 。  

□ ビ デ オ カ ン フ ァ レ ン ス  

□ 電 話  

☒ 弁 護 士 を 通 じ て 参 加  

□ そ の 他  

☐  い い え 。  

h )  申 立 人 が C P 国 で 返 還 手 続 に

参 加 す る 際 、 同 時 通 訳 を 利 用

で き ま す か 。  

☒  は い 。  

☐  い い え 。  

☐  事 件 の 状 況 に よ る 。  

i )  上 記 の 設 備 や 同 時 通 訳 サ ー ビ

ス は 、 誰 が 費 用 を 負 担 し ま す

か 。  

☐  申 立 人  

☐  申 請 国 の 中 央 当 局  

☐  被 申 請 国 の 中 央 当 局  

☐  裁 判 所 等  

☐  利 用 内 容 に よ る 。  

☒  そ の 他 ： 申 立 人 と 相 手 方 の ど ち ら

が 費 用 を 負 担 す べ き か を 裁 判 所 が

決 定 す る 。  

j )  申 立 人 が 返 還 手 続 に 参 加 を 希

望 す る 場 合 、 入 管 に 関 す る 特

別 措 置（ 査 証 ）は あ り ま す か 。 

☒  は い 。：「 入 管 に 関 す る 特 別 措 置 」

は な い が 、 手 続 参 加 の た め の 入 国

希 望 で あ れ ば 、 通 常 、 必 要 な 限 度

で 認 め ら れ る 。  

□  い い え 。  

k )  返 還 の 判 断 が 裁 判 所 等 の 審 理

な し に 書 面 審 査 の み で 決 定 さ

れ る こ と が あ り ま す か 。  

□  は い 。  

□  は い 。そ の よ う な 可 能 性 は あ る が 、

実 際 に は な い 。  

☒  い い え 。 常 に 審 理 が あ る 。  
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l )  返 還 手 続 に お い て 口 頭 に よ る

証 拠 （ 陳 述 ） は 採 用 さ れ ま す

か 。  

□  は い 。 常 に 採 用 。  

☒  は い 。 限 定 的 に 採 用 ： 家 庭 裁 判 所

が 必 要 と す る 場 合 の み 。  

□  い い え 。  

1 0 . 4  子 の 参 加  

a )  返 還 手 続 に お い て 子 が 聴 聞 さ

れ る 機 会 は あ り ま す か 。  

□  は い 。 常 に あ る 。 → b )へ  

☒  事 案 に よ る 。裁 判 官 等 の 裁 量 判 断 。 

→ b )へ  

□  条 約 1 3 条 2 項 に 基 づ く 場 合 の み 。  

→ b )へ  

□  そ の 他 → b )へ  

□  い い え 。 → 1 0 . 5 へ  

b )  返 還 手 続 に お い て 子 は ど の よ

う に 聴 聞 さ れ ま す か 。  

☒  裁 判 官 に よ る 直 接 聴 聞  

□  無 所 属 の 専 門 家 に よ る 裁 判 所 へ の

報 告  

☒  子 自 身 の 代 理 人  

☒  そ の 他 ： 家 庭 裁 判 所 調 査 官 に よ る

報 告  

c )  省 略   

d )  裁 判 所 等 は 、 返 還 手 続 で 子 の

最 善 の 利 益 を 主 張 さ せ る た め

に 代 理 人 （ 弁 護 士 ・ 訴 訟 後 見

人 ） を 指 名 す る こ と が で き ま

す か 。  

☒  は い ： 子 が 手 続 行 為 を し よ う と す

る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認

め る と き は 、 裁 判 長 は 、 申 立 て に

よ り 又 は 職 権 で 、 弁 護 士 を 手 続 代

理 人 に 選 任 す る こ と が で き る 。  

□  い い え 。  

1 0 . 5  保 護 措 置  

a )  C P 国 で の 子 の 監 護 状 況 に 問

題 が あ る 場 合 、 ど の 機 関 が 子

の 状 況 判 断 と 保 護 を 行 い ま す

か 。  

☒  行 政 の 社 会 福 祉 機 関 ： 児 童 相 談 所  

☐  民 間 の 機 関  

☐  中 央 当 局  

☒  警 察 。 必 要 な 場 合 の み 。  

□  裁 判 所  

□  そ の 他  

b )  返 還 手 続 の 開 始 前 後 に お い

て 、 子 の 保 護 を 確 実 に す る た

□  1 .暴 力・飲 酒 等 の 行 為 を T P に 禁 じ

る 暫 定 命 令 を と る 。  
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め 、 ど の よ う な 措 置 が と ら れ

ま す か 。  

☒  2 .子 を 里 親 の 監 護 下 に 置 く 。  

☒  3 .子 を 国 の 監 護 下 に 置 く 。  

☒  4 . T P に よ る 子 の 監 護 を 社 会 福 祉 機

関 が 監 督 す る 。  

□  5 .そ の 他  

c )  上 記 の 措 置 に は 裁 判 所 命 令 が

必 要 で す か 。  

上 記 全 て の 措 置 に つ い て 児 童 相 談 所

所 長 の 判 断 が 必 要 と な る 。  

d )  裁 判 所 に 保 護 措 置 を 求 め る の

は 誰 で す か 。  

□  申 立 人  

□  申 請 国 の 中 央 当 局  

□  被 申 請 国 の 中 央 当 局  

□  検 察 官  

□  裁 判 官 （ 職 権 に よ る ）  

☒  行 政 の 社 会 福 祉 機 関  

□  警 察  

□  そ の 他  

1 0 . 6  返 還 手 続 中 の 面 会 交 流  

a )  裁 判 所 等 は 、 返 還 手 続 中 の 申

立 人 と 子 の 面 会 交 流 の 実 施 の

た め 暫 定 措 置 を と る こ と が で

き ま す か 。  

☐  は い 。  

☒  い い え 。  

1 0 . 7  上 訴  

a )  返 還 手 続 に お い て 、 上 訴 す る

こ と が で き ま す か 。  

☒  は い 。  

☐  一 定 の 状 況 に お い て の み で き る 。  

上 訴 は 何 審 級 あ る か 、 上 訴 担 当 機 関 ：  

2 審 級 。 第 1 の 上 訴 （ 即 時 抗 告 ） は 東

京 高 等 裁 判 所 ・ 大 阪 高 等 裁 判 所 、 第 2

の 上 訴 は 最 高 裁 判 所 。  

最 高 裁 判 所 へ の 上 訴 は 、終 局 決 定 に 憲

法 の 解 釈 の 誤 り そ の 他 憲 法 の 違 反 が

あ る 場 合（ 特 別 抗 告 ）及 び 法 令 の 解 釈

に 関 す る 重 要 な 事 項 を 含 み 、そ の 高 等

裁 判 所 が 上 訴 を 許 可 し た 場 合（ 許 可 抗

告 ） に 認 め ら れ る 。  

☐  い い え 。 → 11 へ  
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b )～ l )  省 略   

  

1 1 .  子 の 返 還  

11 . 1 返 還 措 置 ・ 費 用  

a )  子 の 返 還 の た め の 移 動 の 手 配

を 誰 が 行 い ま す か 。  

□  T P  

□  申 立 人  

☒  T P 及 び 申 立 人  

□  申 請 国 の 中 央 当 局  

□  被 申 請 国 の 中 央 当 局  

□  裁 判 所 等 が 手 配 者 を 指 名  

□  そ の 他  

b )  子 の 返 還 に か か る 移 動 の 費 用

を 誰 が 負 担 し ま す か 。  

□  T P  

□  申 立 人  

□  T P 及 び 申 立 人  

□  申 請 国 の 中 央 当 局  

□  被 申 請 国 の 中 央 当 局  

□  裁 判 所 等 が 費 用 を 決 定  

☒  そ の 他：返 還 命 令 の 場 合 は T P が 負

担 す る 。  

任 意 の 返 還 の 場 合 は 、 費 用 負 担 に

つ き 両 者 の 合 意 で 決 定 す る 。  

c )  子 の 返 還 に か か る 移 動 の 費 用

に 援 助 は あ り ま す か 。  

□  は い 。  

☒  い い え 。  

d )～ e )  省 略   

11 . 2  安 全 な 返 還 の 提 供  

a )  D V そ の 他 の 虐 待 か ら 子 を 保

護 す る た め の 国 内 法 は あ り ま

す か 。  

☒  は い 。 入 手 方 法 又 は 写 し の 添 付 ：  

h t t p : / / w w w. m h l w. g o . j p / b u n ya / k o d o m

o / d v 2 6 /（ 日 本 語 ）  

□  い い え 。  

b )  D V そ の 他 の 虐 待 か ら 成 人 を

保 護 す る た め の 国 内 法 は あ り

ま す か 。  

☒  は い 。 入 手 方 法 又 は 写 し の 添 付 ：  

h t t p : / / w w w. g e n d e r. g o . j p / e - v a w / l a w /

s v. p d f  

□  い い え 。  

c )  ど の 機 関 が 子 の 保 護 を 行 い ま ☒  行 政 の 社 会 福 祉 機 関 ： 児 童 相 談 所  
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す か 。  ☐  民 間 の 組 織  

☐  中 央 当 局  

☒  警 察  

□  裁 判 所  

□  そ の 他  

d )  子 の 保 護 に 関 し 、 中 央 当 局 は

ど の よ う な 役 割 を 果 た し ま す

か 。  

説 明 ：日 本 国 中 央 当 局 は 、子 の 返 還 の

決 定 を 申 請 国 の 中 央 当 局 に 連 絡 す る 。

ま た 、両 親 に 協 力 を 求 め 、必 要 で あ れ

ば 、警 察 、入 国 管 理 局 及 び 航 空 会 社 等

に 連 絡 す る 。  

C P 国 が 被 申 請 国 で あ る 場 合  

e )  裁 判 所 等 が 返 還 を 命 じ る 際 、

安 全 な 返 還 の た め に 条 件 を 設

定 し ま す か 。  

□  子 に 害 が 及 ば な い た め の 保 護 命 令

等 を 出 す 。  

□  子 に 害 を 及 ぼ さ な い こ と を 約 し た

一 方 の 当 事 者 の ア ン ダ ー テ イ キ ン

グ を 認 め る 。  

☒  そ の 他 ： d） 参 照  

f )  上 記 の 条 件 設 定 が な さ れ た 場

合 、 裁 判 所 等 は そ の 条 件 を 守

ら せ る た め に ど の よ う な こ と

を 行 い ま す か 。  

説 明 ：  

C P 国 が 申 請 国 で あ る 場 合  

g )  C P 国 の 裁 判 所 等 は 、  

i .  子 へ の 害 を 防 ぐ た め 、 被 申

請 国 で 下 さ れ た 保 護 命 令 等

を 承 認 ・ 執 行 す る こ と が で

き ま す か 。  

 

 

 

 

 

i i .  被 申 請 国 で 約 さ れ た ア ン ダ

ー テ イ キ ン グ を 実 施 す る よ

☒  は い 。  

□  い い え 。  

説 明 ：外 国 裁 判 所 の 確 定 判 決 は 、① 判

決 を 行 っ た 外 国 裁 判 所 が 裁 判 管 轄 権

を 有 す る こ と 、② 敗 訴 被 告 へ の 送 達 が

あ っ た こ と 、③ 外 国 判 決 の 内 容 及 び 手

続 が 日 本 の 公 序 に 反 し な い こ と 、④ 相

互 の 保 証 が あ る こ と の 全 て の 要 件 を

具 備 す る 場 合 に 限 り 有 効 と な る 。  

（ 民 事 訴 訟 法 11 8 条 ）  

□  は い 。  

☒  い い え 。  
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う 求 め る こ と が で き ま す

か 。  

i i i .  被 申 請 国 で と ら れ た 保 護 措

置 に 必 要 な 「 ミ ラ ー オ ー ダ

ー 」 を と る こ と が で き ま す

か 。  

□  ア ン ダ ー テ イ キ ン グ の お も な 内 容

に よ る 。  

□  は い 。  

☒  い い え 。  

11 . 3 刑 法 及 び 子 の 返 還  

a )  一 方 の 親 に よ る C P 国 か ら の

不 法 な 子 の 連 れ 去 り は 、 刑 法

上 の 犯 罪 で す か 。  

□  は い 。  

☒  状 況 に よ る 。：刑 法 2 2 4 条（ 未 成 年

者 略 取 及 び 誘 拐 ） が 適 用 可 能 。  

2 2 4 条「 未 成 年 者 を 略 取 し 、又 は 誘

拐 し た 者 は 、3 月 以 上 7 年 以 下 の 懲

役 に 処 す る 。」  

□  い い え 。  

b )  C P 国 外 で の 一 方 の 親 に よ る

不 法 な 子 の 留 置 は 、 刑 法 上 の

犯 罪 で す か 。  

□  は い 。  

☒  状 況 に よ る 。：刑 法 3 条（ 国 民 の 国

外 犯 ）及 び 刑 法 3 条 の 2（ 国 民 以 外

の 者 の 国 外 犯 ）に 基 づ き 、刑 法 2 2 0

条 （ 逮 捕 及 び 監 禁 ） が 適 用 可 能 。  

2 2 0 条「 不 法 に 人 を 逮 捕 し 、又 は 監

禁 し た 者 は 、 三 月 以 上 七 年 以 下 の

懲 役 に 処 す る 。」  

□  い い え 。  

c )～ i )  省 略   

  

1 2 .  返 還 命 令 の 執 行  

省 略   

  

P a r t  I V： 面 会 交 流 を 求 め る 方 法  

1 3 .  中 央 当 局 経 由 の 援 助 申 請  

1 3 . 1  外 国 面 会 交 流 援 助 （ ア ウ ト ゴ ー イ ン グ ） 申 請 （ C P 国 が 申 請 国 ）  

a )  申 請 書 の 作 成 に 関 し 、 ど の よ

う な 援 助 が あ り ま す か 。  

☒  中 央 当 局 に よ る 援 助  

☐  他 の 機 関 に よ る 援 助  

☐  弁 護 士 の 紹 介  
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☐  そ の 他  

1 3 . 2  C P 国 面 会 交 流 援 助 （ イ ン カ ミ ン グ ） 申 請 （ C P 国 が 被 申 請 国 ）  

a )  ハ ー グ 条 約 に 基 づ く 面 会 交 流

援 助 の た め の 特 定 の 申 請 書 は

あ り ま す か 。  

☒  は い 。 → c )へ  

入 手 方 法 又 は 写 し の 添 付 ：  

申 請 者 は 日 本 国 中 央 当 局 の H P で 入 手

可 能 。  

h t t p : / / w w w. m o f a . g o . j p / m o f a j / f i l e s / 0 0 0 0

2 8 7 4 1 . p d f  

□  い い え 。 → b )へ  

b )  省 略   

c )  中 央 当 局 は 、 電 子 的 手 段 に よ

る 書 面 の 提 出 を 認 め ま す か 。  

☐  は い 。 説 明 ：  

☐  は い 。 た だ し 、 裁 判 所 等 へ の 提 出

は で き な い 。  

☒  い い え 。  

d )  申 請 者 の た め に 中 央 当 局 が 行

動 す る た め の 委 任 状 又 は 申 請

者 の た め の 代 理 人 （ 弁 護 士 ）

を 中 央 当 局 が 指 名 す る た め の

委 任 状 が 必 要 で す か 。  

□  は い 。  

☐  申 請 書 に 記 載 。  

☐  署 名 し た 陳 述 書 又 は 宣 言 書 に 記

載 。  

☐  そ の 他  

☒  い い え 。  

e )  中 央 当 局 は 、 申 請 書 を 受 理 し

た こ と を 通 知 し ま す か 。  

☒  は い 。  

☒  E メ ー ル  

□  フ ァ ッ ク ス  

□  郵 便  

□  そ の 他  

□  い い え 。  

f )  提 出 さ れ た 情 報 が 足 り な い 場

合 、 中 央 当 局 は 援 助 を 開 始 し

ま す か 。  

□  は い 。 申 請 国 の 中 央 当 局 を 通 じ て

追 加 の 情 報 提 供 を 求 め る 。  

☒  い い え 。  

☐  全 て の 書 類 が 必 要 。  

☒  申 請 国 の 中 央 当 局 を 通 じ て 追 加

の 必 要 書 類 を 請 求 す る 。  

☐  足 り な い 情 報 の 種 類 に よ る 。  

☐  そ の 他  
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g )  申 請 を 受 け た 後 、 中 央 当 局 は

誰 と 連 絡 を と る こ と が 好 ま し

い で す か 。  

☒  申 請 国 の 中 央 当 局  

☐  申 請 者  

☐  申 請 者 の 弁 護 士  

☐  上 記 全 員  

☐  そ の 他  

h )  国 際 的 な 面 会 交 流 事 案 の 当 事

者 間 の 合 意 形 成 に 向 け て 、 中

央 当 局 は ど の よ う な 措 置 を と

り ま す か 。  

☒  面 会 交 流 の 相 手 方 と 連 絡 を と る 。  

☒  当 事 者 に 調 停 そ の 他 の A D R を 推 奨

す る 。  

□  そ の 他  

i )  上 記 の 合 意 形 成 に 向 け た 措 置

に よ っ て 不 適 切 な 遅 延 が 生 じ

る こ と の な い 理 由 は 何 で す

か 。  

説 明 ：中 央 当 局 は 、子 と 同 居 し て い る

者 に 援 助 申 請 が あ っ た こ と を 通 知 し 、

期 限 迄 に 中 央 当 局 に 連 絡 す る よ う 要

請 す る 。一 方 、申 請 者 は い つ で も 家 庭

裁 判 所 に 申 し 立 て る こ と が で き る 。  

j )  中 央 当 局 は 、 面 会 交 流 の 調 整

の た め に 、 通 常 、 ど の よ う な

援 助 を す る こ と が で き ま す

か 。  

☒  中 央 当 局 は 、 両 当 事 者 間 の 連 絡 を

容 易 に す る こ と が で き る 。  

☒  中 央 当 局 経 由 で 直 接 的 に 。  

□  第 三 者 を 介 し て 。  

☒  中 央 当 局 は 、 申 請 者 に 対 し て 、 調

停 、 法 的 支 援 又 は 社 会 福 祉 支 援 等

の 提 供 可 能 な サ ー ビ ス に 関 す る 情

報 を 提 供 す る こ と が で き る 。  

☐  そ の 他  

k )  中 央 当 局 は 、 何 に 基 づ き 援 助

を 行 う こ と が で き ま す か 。  

☐  面 会 交 流 権 の 付 与 に 関 す る 裁 判 所

等 の 命 令  

☒  そ の 他 ： 条 約 実 施 法  

l )  申 請 者 は C P 国 に お い て 中 央

当 局 を 経 由 せ ず に 面 会 交 流 に

関 す る 手 続 を 開 始 す る こ と が

で き ま す か 。  

☒  は い 。：  

申 請 者 は 、 中 央 当 局 の H P に お い て

情 報 を 入 手 す る こ と が で き る 。  

h t t p : / / w w w. m o f a . g o . j p / m o f a j / g a i k o / h a g

u e / i n d e x . h t m l  

申 請 者 は 、地 域 の 弁 護 士 会 又 は 管 轄

権 の あ る 家 庭 裁 判 所 か ら 情 報 を 入 手

す る こ と が で き る （ 日 本 語 の み ）。  
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中 央 当 局 に 対 す る 援 助 申 請 が な さ

れ な か っ た 場 合 、中 央 当 局 は 、一 般 的

な 情 報 提 供 以 外 の 援 助 を す る こ と が

で き な い 。  

☐  い い え 。  

  

1 4 .  子 の 所 在 の 特 定 及 び 連 れ 去 り の 防 止  

子 の 返 還 と 同 様 で あ る た め 省 略 （ 7 節 参 照 ）  

 

1 5 .  代 理 及 び 法 律 扶 助  

子 の 返 還 と 同 様 で あ る た め 省 略 （ 8 節 参 照 ）  

 

1 6 .  面 会 交 流 権  

1 6 . 1  面 会 交 流 権 の 決 定  

a )  面 会 交 流 権 の 取 得 ・ 行 使 は ど

の 法 律 に 定 め ら れ て い ま す

か 。  

入 手 方 法 又 は 写 し の 添 付 ：  

民 法  

b )  面 会 交 流 権 に 関 す る 判 断 は 司

法 又 は 行 政 当 局 の ど ち ら が 行

い ま す か 。  

裁 判 所  

c )  C P 国 で は 誰 が 面 会 交 流 権 を

主 張 す る こ と が で き ま す か 。  

☒  父 母  

☐  継 父 母  

☐  祖 父 母  

☐  そ の 他 の 家 族  

☐  そ の 他  

d )  面 会 交 流 に 関 す る 手 続 に お い

て 、 子 の 最 善 の 利 益 は お も な

考 慮 事 項 で す か 。  

☒  は い 。  

☐  い い え 。 そ の 場 合 、 何 が お も な 考

慮 事 項 で す か 。：  

1 6 . 2  面 会 交 流 権 の 行 使  

a )  裁 判 所 等 は 、 子 と 申 請 者 の 面

会 交 流 権 を 確 保 す る た め に ど

の よ う な 保 護 策 を 講 じ ま す

か 。  

☐  旅 券 等 の 提 出  

☐  申 請 者 に 警 察 等 へ 定 期 的 に 連 絡 さ

せ る 。  

☐  保 証 金 等 の 支 払  

☒  監 督 付 き の 面 会 交 流  
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☒  面 会 交 流 の 実 施 方 法 に つ い て 制 限

を つ け る 。  

☐  宣 誓 供 述 書 又 は 宗 教 的 な 宣 誓 書 に

署 名 さ せ る 。  

☐  面 会 交 流 の 詳 細 な 予 定 表 を 作 成 す

る 。  

☐  外 国 の 大 使 館 等 に 子 の 新 た な 旅 券

等 を 発 行 し な い よ う 要 請 す る 。  

☐  そ の 他  

1 6 . 3  監 督 付 き の 面 会 交 流  

a )  監 督 付 き の 面 会 交 流 を 実 施 す

る た め の 施 設 が あ り ま す か 。  

☒  は い 。 相 対 で の 面 会 交 流 の 他 ， イ

ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し た 「 ウ ェ ブ

見 ま も り 面 会 交 流（ M O C A E）」の 利

用 が 可 能 。  

☐  い い え 。 → 1 7 へ  

b )  監 督 付 き の 面 会 交 流 は ど の よ

う な 条 件 で 実 施 さ れ ま す か 。  

☒  両 当 事 者 が 合 意 し た 条 件  

☐  一 方 の 当 事 者 の 希 望 す る 条 件  

☐  社 会 福 祉 機 関 の 決 定 し た 条 件  

☒  裁 判 所 等 の 決 定 し た 条 件  

☐  そ の 他  

c )  ど の 機 関 が 監 督 付 き 面 会 交 流

を 実 施 し ま す か 。  

☐  行 政 の 社 会 福 祉 機 関  

☒  民 間 の 機 関  

☐  中 央 当 局  

☐  警 察  

☐  裁 判 所  

☐  そ の 他  

d )  監 督 付 き 面 会 交 流 の 実 施 費 用

は 誰 の 負 担 と な り ま す か 。  

☒  申 立 人  

☒  子 の 日 々 の 養 育 を 行 う 者  

☒  中 央 当 局  

☒  裁 判 所 等 の 命 令 に よ る 。  

☒  そ の 他 ： 当 事 者 が 選 択 す る 実 施 機

関 に よ る 。 外 務 省 委 託 機 関 で 実 施

し 、 一 定 の 条 件 を 満 た せ ば 、 費 用

の 援 助 を 受 け ら れ る 場 合 が あ る 。  
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1 7 .  面 会 交 流 を 求 め る 手 続  

1 7 . 1  担 当 局 の 組 織  

a )  ハ ー グ 条 約 の 面 会 交 流 手 続 を

行 う 裁 判 所 等 は 限 定 さ れ て い

ま す か 。  

☐  は い 。  

☒  い い え 。  

b )  ハ ー グ 条 約 の 面 会 交 流 手 続 を

行 う 裁 判 所 等 は 何 か 所 あ り ま

す か 。 ま た 、 裁 判 官 等 は 何 人

で す か 。  

裁 判 所 等 ：外 国 返 還 ・日 本 国 面 会 交 流

援 助 決 定 を 受 け た 者 又 は 子 の 返 還 の

申 立 て を し た 者 が 、子 と の 面 会 交 流 を

求 め た 場 合 、子 の 住 所 地 に 基 づ く 家 庭

裁 判 所 及 び 東 京・大 阪 家 庭 裁 判 所 に 管

轄 権 が あ る 。  

裁 判 官 等：家 庭 裁 判 所 に 所 属 す る 数 名

の 裁 判 官  

c )～ d )  省 略   

1 7 . 2  手 続  

a )  ハ ー グ 条 約 に 基 づ く 面 会 交 流

の 申 立 て に 適 用 さ れ る 特 別 な

手 続 が あ り ま す か 。  

☐  は い 。  

☒  い い え 。  

b )  裁 判 所 等 へ 提 出 す る 書 面 は 、

C P 国 の 公 用 語 に 翻 訳 す る 必

要 が あ り ま す か 。  

☒  は い 。 翻 訳 機 関 ・ 費 用 ： 当 事 者 が

翻 訳 の 責 任 を 負 う 。 た だ し 、 裁 判

所 へ の 提 出 書 面 に つ い て は 、 予 算

の 限 度 で 、 中 央 当 局 委 託 の 翻 訳 サ

ー ビ ス を 無 料 で 利 用 で き る 。  

☐  い い え 。  

☐  書 類 の 種 類 に よ る 。  

c )  通 常 、 手 続 開 始 か ら 終 局 判 決

ま で ど の 程 度 の 時 間 が か か り

ま す か （ 上 訴 を 除 く ）。  

☐  6 週 間 以 内  

☐  6～ 1 2 週 間  

☐  3～ 6 か 月  

☐  6 か 月 以 上  

d )  通 常 、 申 立 人 は 手 続 に 出 席 す

る 必 要 が あ り ま す か 。  

＊ 条 約 で は 当 事 者 の 実 際 の 出 席

は 求 め ら れ て い な い 。  

☐  は い 。  

☒  す る 必 要 は な い が 、 出 席 す る 方 が

望 ま し い 。  

☐  い い え 。  
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e )  申 立 人 が 外 国 か ら 手 続 に 参 加

す る た め の 設 備 は あ り ま す

か 。  

☒  は い 。  

☐  ビ デ オ カ ン フ ァ レ ン ス  

☐  電 話  

☒  弁 護 士 を 通 じ て 参 加  

☐  そ の 他  

☐  い い え 。  

f )  申 立 人 が C P 国 で 手 続 に 参 加

す る 際 、 同 時 通 訳 を 利 用 で き

ま す か 。  

☒  は い 。  

☐  い い え 。  

g )  上 記 の 設 備 や 同 時 通 訳 サ ー ビ

ス は 、 誰 が 費 用 を 負 担 し ま す

か 。  

☐  申 立 人  

☐  申 請 国 の 中 央 当 局  

☐  被 申 請 国 の 中 央 当 局  

☐  裁 判 所 等  

☐  利 用 内 容 に よ る 。  

☒  そ の 他 ： 申 立 人 と 相 手 方 の ど ち ら

が 費 用 を 負 担 す べ き か を 裁 判 所 が

決 定 す る 。  

h )  申 立 人 が 返 還 手 続 に 参 加 を 希

望 す る 場 合 、 入 管 に 関 す る 特

別 措 置（ 旅 券 ）は あ り ま す か 。 

☒  は い 。：「 特 別 な 入 管 措 置 」 は な い

が 、 手 続 参 加 の た め の 入 国 希 望 で

あ れ ば 、通 常 、「 短 期 滞 在 」と し て

認 め ら れ る 。  

□  い い え 。  

1 7 . 3  子 の 参 加  

子 の 返 還 と 同 様 で あ る た め 省 略 （ 1 0 . 4 参 照 ）  

1 7 . 4  上 訴  

a )  面 会 交 流 手 続 に お い て 、 上 訴

す る こ と が で き ま す か 。  

☒  は い 。  

☐  一 定 の 状 況 に お い て の み で き る 。  

上 訴 は 何 審 級 あ る か 、 上 訴 担 当 機 関 ：

2 審 級 。 第 1 の 上 訴 （ 即 時 抗 告 ） は 高

等 裁 判 所 、 第 2 の 上 訴（ 特 別 抗 告 ・ 許

可 抗 告 ） は 最 高 裁 判 所 。  

☐  い い え 。 → 1 8 へ  

b )  ハ ー グ 条 約 に 基 づ く 面 会 交 流

手 続 を 上 訴 す る た め の 即 決 ・

☐  は い 。  

☒  い い え 。  
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特 別 手 続 が あ り ま す か 。  

c )～ l )  省 略   

  

1 8 .  面 会 交 流 権 の 執 行  

省 略   

 

P a r t  V： 調 停 そ の 他 の 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続  

1 9 .  調 停  

1 9 . 1  調 停 サ ー ビ ス  

a )  調 停 で は 家 族 に 関 す る ど の よ

う な 事 項 を 扱 い ま す か 。  

☒  不 法 に 連 れ 去 ら れ 、 留 置 さ れ た 子

の 返 還 ・ 返 還 拒 否  

☒  監 護  

☒  面 会 交 流  

☒  転 居  

☒  子 の 養 育  

☒  夫 婦 関 係 等 解 消 後 の 財 産 紛 争  

☐  そ の 他  

b )  外 国 返 還 援 助 申 請 後 、C P 国 で

は ど の よ う な 種 類 の 調 停 を 受

け る こ と が で き ま す か 。  

☒  民 間 機 関 に よ る 調 停  

☒  裁 判 所 等 に よ る 調 停 ： 裁 判 官 1 人

を 含 む 調 停 委 員 会 に よ る 裁 判 所 内

の 家 事 調 停 。  

☒  N G O に よ る 調 停  

☐  そ の 他  

☐  調 停 が 存 在 し な い 。  

c )  C P 国 で の 面 会 交 流 援 助 申 請

後 、C P 国 で は ど の よ う な 種 類

の 調 停 を 受 け る こ と が で き ま

す か 。  

同 上  

 

d )  省 略   

1 9 . 2   調 停 に 関 す る 規 程  

省 略   

1 9 . 3   調 停 へ の ア ク セ ス  

a )  調 停 人 に 関 す る 情 報 は ど の よ

う に 入 手 で き ま す か 。  

☒  調 停 人 の 名 簿  

☒  中 央 当 局 を 経 由 し て 入 手 。  
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☐  認 定 期 間 を 経 由 し て 入 手 。  

☒  そ の 他 の 情 報 源 ： N G O 又 は 調 停

人 の 協 会  

☐  そ の 他 の 方 法  

☐  入 手 可 能 な 情 報 は な い 。  

b )  外 国 返 還 援 助 申 請 が 受 理 さ れ

た 場 合 、 中 央 当 局 は 調 停 の 実

施 に 向 け て ど の よ う な 役 割 を

果 た し ま す か 。  

☒  調 停 に 関 す る 情 報 を 当 事 者 に 提 供

す る 。  

☒  専 門 の 調 停 人 に 紹 介 す る 。  

☐  裁 判 所 等 に 調 停 開 始 の 命 令 を 求 め

る 。  

☐  そ の 他  

c )  C P 国 で の 面 会 交 流 援 助 申 請

が 受 理 さ れ た 場 合 、 中 央 当 局

は 調 停 の 実 施 に む け て ど の よ

う な 役 割 を 果 た し ま す か 。  

同 上  

d )  外 国 へ の 返 還 援 助 申 請 が 受 理

さ れ た 場 合 、 調 停 の 費 用 は ど

う な り ま す か 。  

☐  申 立 人 が 無 料 ・ 割 引 の あ る 法 律 扶

助 に 申 し 込 め ば 、 調 停 費 用 は 常 に

そ れ に 含 ま れ る 。  

☐  申 立 人 が 無 料 ・ 割 引 の あ る 法 律 扶

助 に 申 し 込 め ば 、 調 停 費 用 が 賄 え

る 場 合 が あ る 。  

☒  中 央 当 局 に よ る 対 応 が あ る ： 民

間 ・ N G O に よ る 調 停 に つ い て は 、

外 務 省 委 託 機 関 を 選 択 す れ ば 、 一

定 の 条 件 の 下 、費 用 の 援 助 が あ る 。 

☐  そ の 他 の 資 金 源  

☐  当 事 者 が 負 担  

☒  そ の 他 ： 裁 判 所 調 停 に つ い て は 、

法 定 の 費 用 を 当 事 者 が 負 担 す る 。  

e )  C P 国 で の 面 会 交 流 援 助 申 請

が 受 理 さ れ た 場 合 、 調 停 の 費

用 は ど う な り ま す か 。  

同 上  

1 9 . 4   調 停 の プ ロ セ ス  

a )  返 還 を 求 め る ど の 段 階 で 調 停 ☒  い つ で も 可 能 。 申 請 の 前 で も 可 。
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が で き ま す か 。  必 要 に 応 じ て 保 全 措 置 も で き る 。  

☐  中 央 当 局 へ の 申 請 前 の み  

☐  中 央 当 局 へ の 申 請 後 の み  

☐  裁 判 所 等 へ の 申 立 て 前 の み  

☐  裁 判 所 等 へ の 申 立 て 後 の み  

☐  そ の 他  

b )  面 会 交 流 を 求 め る ど の 段 階 で

調 停 が で き ま す か 。  

同 上  

c )  調 停 に 適 し た 事 案 か ど う か の

判 断 は な さ れ ま す か 。  

☒  は い 。 常 に 行 う 。 → d )へ  

☐  い い え 。 → e )へ  

☒  そ の 他 ： 裁 判 所 が 子 の 返 還 事 件 を

裁 判 所 内 の 調 停 に 付 す 際 、 当 事 者

の 同 意 が 必 要 と な る 。  

→ d )、 e )へ  

d )  調 停 に 適 し た 事 案 か ど う か 、

誰 が 判 断 し ま す か 。  

☐  調 停 人  

☒  そ の 他 ： 裁 判 官  

e )  裁 判 手 続 中 に 事 件 が 調 停 に 付

さ れ た 場 合 、 手 続 は 中 止 さ れ

ま す か 。  

☒  は い 。：裁 判 手 続 、家 事 審 判 手 続 及

び 条 約 実 施 法 に 基 づ く 子 の 返 還 手

続 を 中 止 す る 。  

☐  い い え 。  

f )  調 停 に お い て 子 の 意 見 は ど の

よ う に 扱 わ れ ま す か 。  

☐  子 の 年 齢 が 十 分 で あ る か 成 熟 し て

い る 場 合 に は 、 調 停 人 は 子 と 面 会

し な け れ ば な ら な い と の 規 定 が あ

る 。  

☐  子 の 年 齢 が 十 分 で あ る か 成 熟 し て

い る 場 合 に は 、 子 の 意 見 が 調 停 人

に 伝 え ら れ ね ば な ら な い が 、 直 接

的 で あ る 必 要 は な い と の 規 定 が あ

る 。  

☐  調 停 人 の 裁 量 判 断 に よ る 。  

☐  子 の 意 見 は 重 視 さ れ な い 。  

☒  そ の 他 ： 事 案 に よ る が 、 調 停 人 が

子 の 意 見 を 直 接 に 又 は 家 庭 裁 判 所

調 査 官 の 報 告 若 し く は 子 の 代 理 人
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か ら 聞 く こ と が で き る 。  

g )  D V そ の 他 の 虐 待 の 主 張 が 調

停 で な さ れ た 場 合 、C P 国 に お

い て ど の よ う な 保 護 策 が 講 じ

ら れ ま す か 。  

☒  ( 1 )被 害 者 の 住 所 そ の 他 の 連 絡 先 情

報 を 内 密 に す る 。  

☐  ( 2 )そ の 他 の 保 護 策  

h )  上 記 の 保 護 策 の 中 で 、 法 的 根

拠 の あ る も の は 何 で す か 。 ま

た 、 調 停 人 の 裁 量 判 断 が 許 さ

れ る も の は 何 で す か 。  

法 的 根 拠 ：裁 判 所 内 調 停 で は 、当 事 者

に よ る 記 録 の 閲 覧 又 は 謄 写 に 裁 判 所

の 許 可 が 必 要 と な る 。裁 判 所 は 適 切 な

場 合 の み そ れ を 許 可 す る 。  

調 停 人 の 裁 量 に 基 づ く も の ：  

i )  裁 判 所 等 は 、 調 停 中 の 申 立 人

と 子 の 面 会 交 流 の 実 施 の た め

暫 定 措 置 を と る こ と が で き ま

す か 。  

☒  は い 。  

☐  い い え 。  

1 9 . 5  調 停 の 合 意 事 項 の 執 行 可 能 性  

a )  C P 国 の 家 族 法 に お い て 、調 停

事 項 に 関 す る 法 的 な 制 約 が あ

り ま す か 。  

☒  は い 。  

☐  い い え 。  

b )  調 停 で の 合 意 内 容 を 執 行 す る

た め 、 追 加 的 な 手 続 が 必 要 で

す か 。  

☐  ( 1 )調 停 で の 合 意 事 項 の 公 証  

☐  ( 2 )調 停 で の 合 意 事 項 の 裁 判 所 に よ

る 承 認  

☐  ( 3 )調 停 で の 合 意 事 項 の 裁 判 所 へ の

登 録  

☒  ( 4 )そ の 他  

裁 判 所 内 調 停 は 当 事 者 双 方 の 合 意

に よ り 成 立 し 、 そ の 内 容 は 追 加 の

手 続 な く 執 行 で き る 。  

民 間 調 停 又 は N G O に よ る 調 停 の 合

意 事 項 は そ の ま ま で は 執 行 す る こ

と が で き な い た め 、 裁 判 所 内 調 停

を 行 う 必 要 が あ る 。  

☐  ( 5 )追 加 的 な 手 続 は 不 要  

c )～ e )  省 略   

1 9 . 6  外 国 に お け る 調 停 の 合 意 事 項  
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省 略   

  

2 0 .  そ の 他 の 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 （ A D R）  

省 略   

 

P a r t  V I： 裁 判 官 同 士 の 直 接 の 連 絡  

2 1 .  裁 判 官 同 士 の 直 接 の 連 絡  

省 略   

 

P a r t  V I I： そ の 他 の 情 報  

2 2 .  ト レ ー ニ ン グ  

省 略   

  

2 3 .  そ の 他 の 実 施 措 置  

省 略   

  

2 4 .  そ の 他 の サ ー ビ ス  

省 略   

 


